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１

告 示

�愛媛県告示第１号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局地域産業振興部商工観光課並びに松山市役所において告示の日から

４月間縦覧に供する。

令和７年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

洋服の青山松山衣山店・
くすりのレデイ衣山店

松山市美沢一丁目６７
６番１、６７７番３、６６
１番

大規模小売店舗の名称

洋服の青山 ダイソ
ー＆アオヤマ１００円
プラザ松山衣山店・
くすりのレデイ衣山
店

洋服の青山松山衣山
店・くすりのレデイ
衣山店

令和６年
１２月７日

令和６年
１２月１９日

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

青山商事株式会社
代表取締役
青山 理
株式会社レデイ薬局
代表取締役
白石 明生

青山商事株式会社
代表取締役
青山 理
株式会社レデイ薬局
代表取締役
三橋 信也

令和６年
１１月１４日

大規模小売店舗において小売
業を行う者

青山商事株式会社
ほか２者

青山商事株式会社
ほか２者

令和６年
１２月７日
ほか

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局地域産業振興部商

工観光課並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見
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� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第２号
愛媛県地籍調査費負担金等交付規程（昭和３６年１２月愛媛県告示第９７０号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

令和７年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

様式第１号を次のように改める。

改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第１条 国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）により市町又は土地

改良区等（以下「市町等」という。）が行う地籍調査事業に要す

る負担金、交付金又は補助金（以下「負担金等」という。）の交

付については、愛媛県補助金等交付規則（平成１８年愛媛県規則第

１７号）に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

（経費の配分の変更等）

第４条 前条の規定による決定の通知を受けた市町等は、地籍調査

事業に要する経費の配分若しくは地籍調査事業の内容を変更しよ

うとするとき、又は地籍調査事業を廃止し、若しくは中止しよう

とするときは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。

ただし、軽微な変更にあつては、この限りでない。

２ 市町等は、前項の承認を受けようとする場合は、速やかに

承認申請書（様式第２号）を知事に提出しなければならない。

（区分経理及び帳簿書類の備付け）

第７条 ２以上の負担金等を活用して地籍調査事業を

行う市町等は、負担金等の種類ごとに事業に関する経理

を区分して行わなければならない。

２ 省略

（趣旨）

第１条 国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）により市町又は土地

改良区等（以下「市町等」という。）が行う地籍調査事業に要す

る負担金又は交付金 （以下「負担金等」という。）の交

付については、愛媛県補助金等交付規則（平成１８年愛媛県規則第

１７号）に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

（経費の配分の変更等）

第４条 前条の規定による決定の通知を受けた市町等は、地籍調査

事業に要する経費の配分 を変更しよ

うとするとき、又は地籍調査事業を廃止し、若しくは中止しよう

とするときは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。

ただし、軽微な変更にあつては、この限りでない。

２ 市町等は、前項の承認を受けようとする場合は、３０日前までに

承認申請書（様式第２号）を知事に提出しなければならない。

（区分経理及び帳簿書類の備付け）

第７条 負担金に係る地籍調査事業と交付金に係る地籍調査事業と

を併せて行う市町等は、それぞれの 事業に関する経理

を区分して行わなければならない。

２ 省略
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５

様式第２号中
「�
�
�

経費の配分の変更�
�
�中止（廃止） 」

を

「 経費の配分の変更（内容の変更）
�
�
	

�
	�

経費の配分及び内容の変更

�
�
	
�
	�

中止（廃止） 」

に、「負担金（交付金）」を

「 負担金
�
�
	

�
	�

交付金

�
�
	
�
	�

補助金

」

に、「あつた 年度」を「あつた」に、
「�
�
�

別紙のとおり経費の配分を変更�
�
�事業を中止（廃止） 」

を

「 別紙のとおり経費の配分を変更（内
�
�
	

�
	�

別紙のとおり経費の配分及び内容を

事業を中止（廃止）

容を変更）

変更

�
�
	
�
	�
」

に改め、同様式注２中「様式第１号３」を「様式第１号２及び３」に改める。

様式第３号を次のように改める。
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様式第３号（第５条関係）
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１１

�������
�愛媛県告示第３号
次の地籍調査の結果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第

１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証したから、同

条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

令和７年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

松山市 東垣生地区 令和３年度から
令和５年度まで

松山市（東垣生地
区）の地籍図及び
地籍簿

２ 認証年月日

令和７年１月１０日

�������
�愛媛県告示第４号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第１項の規定に基づき、

令和６年１２月２５日、東予地域森林計画を立てた。

東予地域森林計画に係る地域森林計画書及び森林計画図は、東予

地方局農林水産振興部東予森林林業課及び四国中央駐在において公

衆の縦覧に供する。

令和７年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第５項の規定に基づき、

令和６年１２月２５日、今治松山地域森林計画を変更した。

今治松山地域森林計画の変更に係る地域森林計画書及び森林計画

図は、中予地方局農林水産振興部森林林業課及び東予地方局農林水

産振興部森林林業課今治駐在において公衆の縦覧に供する。

令和７年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第６号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第５項の規定に基づき、

令和６年１２月２５日、南予地域森林計画を変更した。

南予地域森林計画の変更に係る地域森林計画書及び森林計画図は、

南予地方局農林水産振興部森林林業課及び愛南駐在において公衆の

縦覧に供する。

令和７年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第７号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第５項の規定に基づき、

令和６年１２月２５日、肱川地域森林計画を変更した。

肱川地域森林計画の変更に係る地域森林計画書及び森林計画図は、

南予地方局農林水産振興部八幡浜支局森林林業課及び肱川流域林業

振興課において公衆の縦覧に供する。

令和７年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第８号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第５項の規定に基づき、

令和６年１２月２５日、中予山岳地域森林計画を変更した。

中予山岳地域森林計画の変更に係る地域森林計画書及び森林計画

図は、中予地方局農林水産振興部�万高原森林林業課において公衆
の縦覧に供する。

令和７年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第９号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

令和７年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

四国中央市金砂町小川山乙１１３３の１、乙１１５８の１、乙１１５８の２

２ 指定の目的
かん

水源の涵養

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び四国

中央市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１０号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

様式第４号中 「地籍調査費負担金（ 交付金）」 を に、「交付決定負担金（交付決定交付金）

」を「交付決定負担金（交付決定交付金・交付決定補助金）」に、「負担金精算額（交付金精算額）」を「負担金精算額（交付金精算額・

補助金精算額）」に改める。

様式第５号中 「あつた 年度地籍調査費負担金（ 交付金）」 を に改め、同様式別紙

中「負担金額（交付金額）」を「負担金額（交付金額・補助金額）」に改める。

「 地籍調査費負担金
�
�
��
�
��

交付金

�
�
��
�
��

補助金 」

「 地籍調査費負担金

あつた

�
�
��
�
��

交付金

�
�
��
�
��

補助金 」
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（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

令和７年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

西予市城川町魚成６４２の１、６４２の２

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

城川町魚成６４２の１・６４２の２（以上２筆について次の図に

示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び西予市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１１号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

令和７年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

喜多郡内子町五百木４０２、４０３の１、４２６、４２７

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

五百木４０２・４２７（以上２筆について次の図に示す部分に限

る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び内子町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１２号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

令和７年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

喜多郡内子町本川３７０２の１、３７０３

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

本川３７０２の１・３７０３（以上２筆について次の図に示す部分

に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び内子町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第１３号
電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成７年法律第３９号）第３条第１項の規定に基づき、電線共同溝を整備すべき道路を次のよう

に指定した。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和７年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４号
指定金融機関等の名称、位置、取り扱う事務の範囲等（昭和４８年９月愛媛県告示第８２２号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行

する。

道 路 の 種 類 路 線 名 区 間 敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

メートル

国 道 ４４１号
大洲市柚木字尾阪３４０番１３から

大洲市柚木字亀山６６９番２まで
５．９～２２．４ ３４８



愛 媛 県 報令和７年１月１０日 第５７４号

１３

��������������

公 告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

令和７年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

高機能エアーテントの購入

� 購入物品名及び数量

高機能エアーテント ５式

（使用に当たり必要な運搬、搬入、設置、調整、説明等一式

を含む。）

� 購入物品の内容等

入札説明書等による。

� 納入期限

令和７年３月３１日（月）

� 納入場所

愛媛県内において愛媛県が指定した場所（仕様書記載のとお

り）

� 入札方法

ア 入札は、原則として愛媛県電子入札システムを利用して行

うこととするが、愛媛県電子入札システムの利用者登録を行

っていない入札参加資格者が応札する場合には、紙入札を行

うことができる。

イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に

１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費

税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、令和５年度から令和７年度までの製造の請

負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業

者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 納入期間中に適正かつ確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� ４の�に掲げる提出期限の日から落札者の決定の日までの間
に、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。

� 修理、点検、保守その他アフターサービスを長期にわたり円

滑に実施できる者であること。

令和７年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�愛媛県告示第１５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和７年１月１０日

愛媛県中予地方局長 矢 野 悌 二

改 正 後 改 正 前

一 省略

二 指定代理金融機関の名称、位置、取り扱う事務の範囲等

� 省略

� 店舗の名称、位置、取り扱う事務の範囲等

１ 省略

２ 代理主管取扱店

一 省略

二 指定代理金融機関の名称、位置、取り扱う事務の範囲等

� 省略

� 店舗の名称、位置、取り扱う事務の範囲等

１ 省略

２ 代理主管取扱店

名 称 位 置 取り扱う事務の範囲 名 称 位 置 取り扱う事務の範囲

省略 省略

愛媛銀行大阪支

店

大阪市中央区平野町

二丁目３番７号

省略 愛媛銀行大阪支

店

大阪市中央区瓦町一

丁目７番７号

省略

省略 省略

３ 省略

三 省略

３ 省略

三 省略

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

６中局建（開）第２４号

令和６年１２月２０日

伊予郡砥部町上原町２７４番１、２７５番１、２７６番２、２７６番６、２８２番２、２８３

番１、２８４番、２７４番１地先水路・里道

東京都千代田区二番町８番地８

株式会社セブン－イレブン・ジャパン
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� 緊急時に速やかに対応できるものであること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県出納局会計課用品調達係

〒７９０―８５７０ 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話（０８９）９１２―２１５６

� 入札書の受領期限

令和７年２月１９日（水）午前９時から令和７年２月２０日（木）

午前９時５９分まで

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所及び愛媛県電子入札システムによる。
� 開札の日時及び場所

令和７年２月２０日（木）午前１０時

愛媛県庁本館１階会議室（都合により変更する場合あり。）

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類等を、入札説明書等に基

づき次の期限までに提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

提出期限：令和７年１月３１日（金）午後５時

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� その他

ア 契約保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１５２条か

ら第１５４条までの規定による。

イ 入札書の提出方法

電子入札による場合は、電子入札システムにより入札金額

及び電子くじ入力番号を入力のうえ、提出すること。

紙入札による場合は、入札書を直接または郵便（書留郵便

に限る。）により提出すること。

ウ 詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be purchased：

Disaster Prevention Air Tent use，５

� Time limit of tender：９：５９ a．m．，２０ February２０２５

� For further information， please contact： Supplies

Procurement Section，Accounting Division，Treasury

Bureau，Ehime Prefectural Government，４―４―２ Ichibancho，

Matsuyama，Ehime７９０―８５７０ Japan

TEL０８９―９１２―２１５６

令和７年１月１０日 発行


